
国民年金第1号被保険者は産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

高校生世代まで対象拡大 子ども医療費助成の申請手続き

問�・日本年金機構 草津年金事務所　 （567）2220　 （562）9638
　・国保年金課　 ・有  （582）1120　 （583）9738

問�国保年金課　 ・有  （582）1120　 （583）9738

　国民年金第1号被保険者（20～59歳の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、
無職の人など）で、平成31年2月1日以降に出産した場合は、産前産後の国民年金
保険料が一定期間免除されます。免除期間中は保険料を納付したものとして老齢
基礎年金の受給額に反映されます。免除の適用を受けるには届け出が必要です。届
け出は、出産予定日の6ヵ月前からでき、出産後はいつでもできます。現在、一般
保険料免除や法定免除の適用を受けている人も届け出が必要です。
保険料納付が免除される期間
　出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間。ただし、多胎妊娠（2
人以上を同時に妊娠）の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前か
ら最大6ヵ月間
※�出産とは、妊娠85日（4ヵ月）以上の出産をいい、死産、流産、早産の場合を含
みます。

　県の福祉医療費助成制度の見直しに伴い、4月診療分から高校生世代の医療費の助成を開始します。
　4月から小学1年生になる対象者の保護者へは1月下旬に、高校生世代に該当する対象者の保護者へは2月中旬
に受給券の交付申請書を送付していますので、申請手続きを行ってください。なお、ほかの福祉医療費助成（障
害者、ひとり親家庭）や生活保護を受けている場合は、その制度が優先されます。

※院外調剤薬局は自己負担金不要

申�案内文に記載の提出期限までに、申請書に必要事項を記入し、対象者の保険証の写しとともに同封の返信用
封筒で郵送してください。

他�受給券は県内のみ有効です。県外で受診した場合は、医療機関で支払った後、領収書、振込先口座が分かる
もの、福祉医療受給券、対象者の保険証を持参して上記へ申請してください。

持�年金番号が分かるもの（基礎年金番号通知書など）、免許証など本人確認書類
　母子健康手帳（出産前に届け出する場合のみ）
　委任状（同世帯以外の人が届け出する場合のみ）
　出生証明書など出産日および親子関係が確認できる書類（子が別世帯の場合のみ）

３ヵ月前 ２ヵ月前 １ヵ月前 １ヵ月後 ２ヵ月後 ３ヵ月後

単胎の人 出産予定日
（出産日）

多胎の人 出産予定日
（出産日）

対象者 診療内容 自己負担額

市内在住の小学生・中学生
通院医療費 医療機関ごとに１ヵ月につき５００円※

（同一病院でも歯科は別計算）

入院医療費 なし

市内在住の高校生世代
（令和6年度中に満１6～１8歳になる人）

通院医療費 医療機関ごとに１ヵ月につき５００円※
（同一病院でも歯科は別計算）

入院医療費 １日当たり１,０００円（月額１4,０００円限度）
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時日時　所場所　内内容　講講師　出出演　対対象　定定員（特記のないものは先着順）￥費用
連連続で参加が必要　持持ち物　申申込方法　他その他　問問い合わせ　有有線電話


